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(54)【発明の名称】 有機ＥＬディスプレイパネル

(57)【要約】
【課題】  水分による有機ＥＬ素子の劣化を防止する。
【解決手段】  素子基板１０の周辺部に形成されるＨス
キャナ１４、Ｖスキャナ１６をシール材２０で覆う。こ
れによって、シール材２０を介し、素子基板１０と封止
基板７０で形成される表示領域１２の位置の空間にＨス
キャナ１４、Ｖスキャナ１６のトランジスタからにじみ
出た水分が浸入するのを防止できる。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】  有機ＥＬ素子を備えた画素がマトリクス
状に配置され、各有機ＥＬ素子の駆動を制御して表示を
行う有機ＥＬディスプレイパネルであって、
マトリクス状に配置された前記画素を備えた素子基板
と、
この素子基板上であって、この有機ＥＬ素子が配置され
た表示領域の周辺部に配置され、複数のトランジスタを
含むドライバ回路と、
素子基板の表示領域を取り囲む周辺部の上に配置される
シール材と、
このシール材を介し、前記素子基板に対向して位置され
る封止基板と、
を有し、
前記シール材は、前記素子基板の前記ドライバ回路を覆
うように配置されている有機ＥＬディスプレイパネル。
【請求項２】  請求項１に記載の装置において、
前記封止基板の前記シール材の内側領域には、乾燥剤が
取り付けられている有機ＥＬディスプレイパネル。
【請求項３】  請求項１または２に記載の装置におい
て、
前記ドライバ回路は、ポリシリコン薄膜トランジスタを
含む有機ＥＬディスプレイパネル。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】本発明は、有機ＥＬ素子をマ
トリクス状に配置し、各有機ＥＬ素子の駆動を制御して
表示を行う有機ＥＬディスプレイパネル、特に有機ＥＬ
素子の雰囲気の水分除去に関する。
【０００２】
【従来の技術】従来より、フラットディスプレイパネル
の１つとして、有機ＥＬディスプレイパネルが知られて
いる。この有機ＥＬディスプレイパネルは、液晶ディス
プレイパネル（ＬＣＤ）とは異なり、自発光であり、明
るく見やすいフラットディスプレイパネルとしてその普
及が期待されている。
【０００３】この有機ＥＬディスプレイは、有機ＥＬ素
子を画素として、これを多数マトリクス状に配置して構
成される。また、この有機ＥＬ素子の駆動方法として
は、ＬＣＤと同様にパッシブ方式とアクティブ方式があ
るが、ＬＣＤと同様にアクティブマトリクス方式が好ま
しいとされている。すなわち、画素毎にスイッチ素子
（通常スイッチング用と、駆動用の２つ）を設け、その
スイッチ素子を制御して、各画素の表示をコントロール
するアクティブマトリクス方式の方が、画素毎にスイッ
チ素子を有しないパッシブ方式より高精細の画面を実現
でき好ましい。
【０００４】ここで、有機ＥＬ素子は、有機発光層に電
流を流すことによって、有機ＥＬ素子を発光させる。ま
た、この有機発光層に隣接して発光を助けるために、有
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機材料からなる正孔輸送層や、電子輸送層を設ける場合
も多い。これら有機層は、水分により劣化しやすい。
【０００５】そこで、有機ＥＬディスプレイにおいて
は、有機ＥＬ素子の上方を金属製の陰極で覆うととも
に、有機ＥＬ素子を配置する表示領域（画素の存在する
領域）の上方空間を気密の空間として、この空間に乾燥
剤を配置して、水分を除去している。
【０００６】
【発明が解決しようとする課題】しかし、このような従
来の有機ＥＬディスプレイパネルにおいて、その寿命が
十分でない場合も多い。これについて、検討の結果、有
機ＥＬ素子の上部空間における乾燥が十分でない場合が
多いことが分かった。
【０００７】本発明は、上記課題に鑑みなされたもので
あり、有機ＥＬ素子の上部空間における乾燥を十分に行
い、有機ＥＬ素子の劣化を防止できる有機ＥＬディスプ
レイパネルを提供することを目的とする。
【０００８】
【課題を解決するための手段】本発明は、有機ＥＬ素子
を備えた画素がマトリクス状に配置され、各有機ＥＬ素
子の駆動を制御して表示を行う有機ＥＬディスプレイパ
ネルであって、マトリクス状に配置された前記画素を備
えた素子基板と、この素子基板上であって、この有機Ｅ
Ｌ素子が配置された表示領域の周辺部に配置され、複数
のトランジスタを含むドライバ回路と、素子基板の表示
領域を取り囲む周辺部の上に配置されるシール材と、こ
のシール材を介し、前記素子基板に対向して位置される
封止基板と、を有し、前記シール材は、前記素子基板の
前記ドライバ回路を覆うように配置されている。
【０００９】このように、本発明によれば、シール材を
ドライバ回路の上部に配置し、シール材によって、ドラ
イバ回路のトランジスタの上方を覆う。これによって、
ドライバ回路のトランジスタを構成する各材料からにじ
み出てくる水分が有機ＥＬ素子の上方空間に至り、有機
ＥＬ素子が劣化させることを防止することができる。
【００１０】また、前記封止基板の前記シール材の内側
領域には、乾燥剤が取り付けられていることが好適であ
る。これによって、水分を除去して有機ＥＬ素子の劣化
を防止することができる。
【００１１】前記ドライバ回路は、ポリシリコン薄膜ト
ランジスタを含むことが好適である。
【００１２】
【発明の実施の形態】以下、本発明の実施形態につい
て、図面に基づいて説明する。
【００１３】図１は、有機ＥＬパネルの全体を概略的に
示す平面図であり、複数の有機ＥＬ素子がマトリクス状
に形成される素子基板１０の構成を示している。表示領
域１２には、スイッチングＴＦＴ（ＴＦＴ：薄膜トラン
ジスタ）、保持容量、駆動ＴＦＴおよび有機ＥＬ素子か
ら形成される画素がマトリクス状に配置されている。
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【００１４】この表示領域１２の上方の素子基板１０の
周辺領域には、各画素のＴＦＴの水平方向の駆動を制御
するためのＨスキャナ１４が設けられている。また、表
示領域１２の側方（図における左側）の素子基板１０の
周辺領域には、各画素のＴＦＴの垂直方向の駆動を制御
するためのＶスキャナ１６が設けられている。
【００１５】また、表示領域１２の下方の素子基板１０
の周辺領域には、外部からビデオ信号や動作クロックな
どが供給され、これをＨスキャナ１４、Ｖスキャナ１６
に供給する接続インタフェース１８が配置されている。
【００１６】Ｈスキャナ１４からは画素の垂直方向の配
列に沿って伸びるデータラインが水平方向の画素に対応
する本数が伸びており、Ｖスキャナ１６からは画素の水
平方向の配列に沿って伸びるゲートラインが垂直方向の
画素に対応する本数が伸びている。
【００１７】ここで、簡単に有機ＥＬパネルの動作を説
明する。Ｖスキャナ１６によって、１つのゲートライン
がオンすることによって、このゲートラインにゲートが
接続されている各画素のスイッチング素子（スイッチン
グＴＦＴ）がオンする。そして、この状態で、Ｈスキャ
ナ１４によって、外部から供給されるビデオ信号をデー
タラインに順次データが設定される。これによって、そ
のときのビデオ信号（表示データ）に応じた電荷が各画
素のスイッチングＴＦＴに接続されている保持容量に充
電される。そして、この保持容量の充電電圧、すなわち
データラインから供給された表示データに応じた電圧
で、電源ラインと有機ＥＬ素子を接続する駆動ＴＦＴが
オンする。
【００１８】１水平ラインのデータラインにビデオ信号
を順次設定することで、データラインに設定される各画
素の表示データに対応した電流が１水平ラインの各画素
の有機ＥＬ素子に順次流れる。
【００１９】また、Ｖスキャナ１６によって、オンする
ゲートラインを順次変更することによって、表示領域の
全画素について順次表示が行われる。また、このような
表示動作は点順次で行われるが、保持容量があるため、
スイッチングＴＦＴが閉じた後も駆動ＴＦＴは保持容量
の出力電圧に応じた電流を流し続けるため、保持容量に
次の表示データに対応する電圧が設定されるまで、有機
ＥＬ素子への電流は継続され、表示が継続される。
【００２０】このような有機ＥＬパネルにおいて、上述
のように、Ｈスキャナ１４、Ｖスキャナ１６などの外部
ドライバ回路は、素子基板１０の周辺部に形成されてい
る。また、素子基板１０は、周辺部に配置したシール材
２０を介し封止基板と接続されるが、ドライバ回路の上
方空間を適切な環境におくため、ドライバ回路の外側に
シール材２０を配置していた。
【００２１】ここで、このＨスキャナ１４、Ｖスキャナ
１６などの外部ドライバ回路には、シフトレジスタや、
各種信号伝達用のスイッチ素子として、多数のＴＦＴが
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用いられ、これらを効率的に配置するためにパターン
が、各層のパターンやメタル配線パターンがかなり入り
組んだ形に形成されている。
【００２２】そして、このような回路を形成するために
は、複数の層をパターニングしながら積層形成するが、
このプロセスにおいて、水分が完全に除去されず内部に
残留する可能性がある。例えば、メタル配線の端部など
に水分が残留する場合があり、この場合に層間ダストの
存在など欠陥があればこれを介して、パネル表面より水
分がにじみ出てくる。上述のように、ドライバ回路は、
シール材の内側に配置されており、ドライバ回路からの
水分によって、表示領域１２の有機ＥＬ素子の上方空間
の水分が高くなり、有機ＥＬ素子が劣化する問題があ
る。
【００２３】本実施形態では、シール材２０によって、
Ｈスキャナ１４およびＶスキャナ１６の上方を覆ってあ
る。これについて、図２に基づいて説明する。
【００２４】素子基板１０は、ガラス基板３０上に形成
されたドライバＴＦＴ３２を有している。このドライバ
ＴＦＴ３２は、低温ポリシリコンで形成されている能動
層３２ａと、この能動層３２ａの中央部のチャネル領域
の上部に酸化シリコン膜３２ｂを介しゲート電極３２ｃ
が形成されるとともに、このゲート電極３２ｃの両側に
能動層３２ａの両端部のソース領域およびドレイン領域
に接続されるソース電極３２ｄ、ドレイン電極３２ｅと
からなっている。ドライバＴＦＴ３２は、層間絶縁膜３
４に覆われており、ソース電極３２ｄ、ドレイン電極３
２ｅの上端がこの層間絶縁膜３４の表面に位置してお
り、この表面上には、各種のメタル配線が配置される。
また、この層間絶縁膜３４を覆って、第１平坦化膜３６
が形成されている。なお、通常ゲート電極３２ｃをＣｒ
で形成するが、その他の電極、配線は、アルミで形成す
る。
【００２５】ここで、このようなドライバ回路における
ＴＦＴを形成する際に、同一のプロセスで、各画素のス
イッチングＴＦＴや駆動ＴＦＴも形成される。図３に
は、画素の構成が示されており、ガラス基板３０上にＴ
ＦＴ３２が形成されている。
【００２６】この駆動ＴＦＴ４０は、上述のドライバＴ
ＦＴ３２と同様の構成を有しており、能動層４０ａ、酸
化シリコン膜４０ｂ、ゲート電極４０ｃ、ソース電極４
０ｄ、ドレイン電極４０ｅを有している。
【００２７】そして、層間絶縁膜３４の上面には、ＩＴ
Ｏから構成される透明電極５０が形成され、この一端が
層間絶縁膜３４のコンタクトホールを介し駆動ＴＦＴ４
０のソース電極４０ｄに接続されている。
【００２８】また、この透明電極５０は、有機ＥＬ素子
の陽極を構成し、この透明電極５０上には、正孔輸送層
５２、有機発光層５４、電子輸送層５６を介し、金属製
の陰極５８が形成されている。なお、透明電極５０の周
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5
辺および側方には第２平坦化膜６０が配置されている。
すなわち、透明電極５０を形成した後に第２平坦化膜６
０を形成し、この第２平坦化膜６０の透明電極５０の上
方部分を除去してから、正孔輸送層５２、有機発光層５
４、電子輸送層５６、陰極５８を積層形成している。こ
のため、第２平坦化膜６０の終端部において、段差が生
じ、これによって陰極５８には隙間（構造上の欠陥）が
生じやすく、上部空間の水分がＥＬ素子の有機層の拡散
する可能性がある。なお、有機発光層５４は、第２平坦
化膜６０に上にまで延びるが、すぐに終端している。す
なわち、有機発光層５４は、各画素毎に形成され、画素
間には位置していない。これによって、第２平坦化膜６
０の終端における陰極５８のカーブが余計にきつくなっ
ている。なお、図においては、有機発光層５４以外の正
孔輸送層５２、電子輸送層５６は、全面に広がって形成
されている。ただし、電子輸送層５６は、Ａｌｑ３など
発光する材料を含む場合もあり、電子輸送層５６も有機
発光層５４と同様に発光部のみに限定する場合も多い。
【００２９】本実施形態では、シール材２０が配置さ
れ、このシール材２０の他側には、ガラス製の封止基板
７０が配置されている。すなわち、図１に示すように、
素子基板１０の周辺部に表示領域１２を取り囲むように
シール材２０が配置され、封止基板７０は、素子基板１
０より若干小さめで接続インタフェース１８を覆ってい
ないが、シール材２０の外縁よりは大きい。このため、
シール材２０によって、表示領域１２の素子基板１０の
上方の空間７２が、封止基板７０とシール材２０によっ
て密閉された状態になっている。
【００３０】また、封止基板７０のシール材２０と接触
する部分より内側の部分には、凹部７４が形成され、こ
れによって前記空間７２が広げられている。そして、こ
の凹部７４には、乾燥剤７６が配置され、空間７２内の
水分を除去するようになっている。
【００３１】さらに、素子基板１０側の陰極５８は、シ
ール部材２０の手前で、終端している。なお、第２平坦
化膜６０は、第１平坦化膜３６と同様にシール材２０の
下（ドライバ回路の上）にまで延びるように形成しても
よい。
【００３２】ここで、陰極５８をシール材２０の内側端
に近づけることで、陰極５８とシール材２０の間の第１
平坦化膜３６または第２平坦化膜６０が露出する面積を
減少することができる。平坦化膜は、通常アクリル樹脂
などで形成され、この平坦化膜から水分がにじみだす可
能性が比較的高い。本実施形態のように、アクリル樹脂
の露出する面積を減少することでシール材２０の内側空
間に水分が供給される確率を減少することができる。さ
らに、シール材２０の内側端を陰極５８の端部まで至ら
せ、アクリル樹脂が全く露出しないようにすることも好
適である。
【００３３】ここで、シール材２０は、ＵＶ硬化樹脂で*
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*形成されている。ＵＶ（紫外線）硬化樹脂としては、公
知のアクリル系樹脂やエポキシ系ＵＶ硬化樹脂などが用
いられる。また、このシール材２０には、円筒状のグラ
スファイバーや、球状のガラスボール（ビーズ）が混入
されている。これらのグラスファイバーやガラスボール
の径（例えば、２０μｍ）は、素子基板１０と封止基板
７０の設定間隔（例えば、２０μｍ）に応じたものにな
っており、これによってシール材２０を用いて素子基板
１０と、封止基板７０を接着する際に、両基板を押しつ
けて接着することができる。なお、ガラスボールは、重
なりにくく、また樹脂中からの脱泡も容易であり、シー
ル材２０に混入する材料としてより好ましいと考えられ
ている。
【００３４】また、素子基板１０と、封止基板７０の接
着は、例えば次のようにして行う。まず、石英板上に封
止基板７０をおき、ここにシール材２０を塗る。シール
材２０は、封止基板７０に予め塗っておいてもよい。こ
の状態で、上方から素子基板１０を封止基板７０に向け
て押しつける。そして、この状態で石英板の反対側（下
側）からＵＶを照射することでシール材２０を固化す
る。これによって、低温状態で素子基板１０と、封止基
板７０の接着封止が行える。
【００３５】このように、本実施形態によれば、Ｈスキ
ャナ１４、Ｖスキャナ１６を覆ってシール材２０が形成
される。従って、Ｈスキャナ１４、Ｖスキャナ１６から
しみ出てくる水分がシール材２０でブロックされ、表示
領域１２の空間７２に浸入することがない。従って、有
機ＥＬ素子における有機層（正孔輸送層５２、有機発光
層５４、電子輸送層５６）の劣化を防止し、発光輝度の
低下を効果的に抑制することができる。なお、シール材
２０は、Ｈスキャナ１４、Ｖスキャナ１６の全面を完全
にを覆うことが好ましい。
【００３６】また、ドライバ回路は、ポリシリコン薄膜
トランジスタからなるので、高速な駆動が可能となり、
高精細な表示装置に対応できる。
【００３７】
【発明の効果】以上説明したように、本発明によれば、
シール材をドライバ回路の上部に配置し、シール材によ
って、ドライバ回路のトランジスタの上方を覆う。これ
によって、トランジスタからにじみ出てくる水分が有機
ＥＬ素子の上方空間に至り、有機ＥＬ素子が劣化するこ
とを防止することができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】  実施形態に係る有機ＥＬパネルの構成を示す
平面図である。
【図２】  周辺部分の構成を示す断面図である。
【図３】  画素部分の構成を示す断面図である。
【符号の説明】
１０  素子基板、１２  表示領域、１４  Ｈスキャナ、
１６  Ｖスキャナ、１８  接続インタフェース、２０  
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シール材、７０  封止基板。

【図１】

【図２】

【図３】
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